
 

関東信越厚生局長への届出事項 

 

１．入院時食事療養、入院時生活療養の届出 （食）第 379 号 平成 18 年 4月 1 日 

当院では入院時食事療養費（Ⅰ）及び入院時生活療養費（Ⅰ）の届出を行い管理栄養士によって管理された食事を適時

（夕食については午後６時以降）、適温にて提供しています。 

 

２．基本診療料の施設基準等に係る届出 

○療養病床療養環境加算２ （療養 2）  第 66 号   令和 4 年  9 月 1 日 

〇診療録管理体制加算３  （診療録３） 第 147 号  令和 4 年 10 月 1 日 

〇感染対策向上加算３   （感染対策３）第 22 号  令和７年  １月 1 日 

当院では、院内感染防止対策を効果的に推進するため、次の取り組みをおこなっています。 

・感染対策委員会および医師・看護師等で構成される院内感染制御チームの設置 

・エビデンスに基づいた感染対策手順書および抗菌薬適正使用手順書の作成、院内感染制御チームによる定期巡回や

感染対策に関する学習会の実施 

 ・伊那中央病院と連携し、新興感染症対応についての協議および抗菌薬適正使用に関する助言を受けること 

〇データ提出加算     （データ提） 第 166 号  令和 4 年 11 月 1 日 

○看護補助加算２     （看補）   第 431 号 平成 18 年 8 月 1 日 
 当院では看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るため次の取り組みをおこなっています。 
・看護職員と次の他職種（薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、診療放射線技師、看
護補助者、事務、総務）との業務分担 

・短時間正規雇用の看護職員の活用 
・多様な勤務形態の導入 
・ 
・家庭事情、健康他部署等への配置転換  
・妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮としての対応 
（夜勤の減免制度、休日勤務の制限制度、半日単位休暇制度、所定労働時間の短縮） 

 

３．特掲診療料の施設基準に係る届出 

○医療 DX推進体制整備加算           （医療 DX） 第 449 号   令和  ７年 ４月 1 日 

○薬剤管理指導料                 （薬）    第 107 号  平成 14 年 2 月 1 日 

○HPV 核酸検出、HPV（簡易ジェノタイプ判定 ） （ＨＰＶ）   第 145 号  平成 30 年 1 月 1 日 

○脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）        （脳Ⅰ）     第 1７５号  令和 ７年 ８月 1 日 

○呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）           （呼Ⅰ）     第 179 号  令和 5 年  4 月 1 日 

○運動器リハビリテーション料(Ⅰ)             （運Ⅰ）     第 191 号  令和 5 年  4 月 1 日 

○ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 （ペ）       第 90 号   平成 31 年 3 月 1 日 

○人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算      （造設前）  第 44 号   令和  ７年 10 月 1 日 

○胃瘻造設術時嚥下機能評価加算               （胃瘻造嚥） 第 65 号   平成 30 年 12 月 1 日 

○胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。)(医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則の 16 に規定する手術)  

（胃瘻造）   第 43 号 平成 26 年 4 月 1 日 

〇摂食機能療法の注 3 に規定する摂食嚥下機能回復体制加算 3  （摂嚥回３） 第 2 号  令和 4 年 11 月 1 日 

○ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 (ＣＴ撮影 16 列以上、64列未満のマルチスライス CTによる撮影 MRI 撮影 1,5テスラ以上 3 テスラ未満による撮影） 

（Ｃ・Ｍ）   第 249 号 令和 4 年 12 月 1 日 

〇外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）      （外在ベⅠ） 第２６３号 令和 ６年 ６月 １日 

〇入院ベースアップ評価料２５          （入ベ２５） 第１号 令和 ６年 ６月 １日 

 

４．保険外負担に関する事項 

１）特別療養環境の提供（差額室料について）（全て税込） 

当院の 1 日にかかる差額室料は、下記のとおりです。（全て税込み） 

個室       A５号室 A６号室 A２３号室 A２５号室                       1 日 ３，５００円 

個室        B７号室 B８号室                                 1 日 ６，０００円 

個室（トイレ付） A７号室  A８号室  A１８号室  A２０号室 B１０号室  B１１号室 1 日 ７，０００円 

個室（バス・トイレ付）     B３号室 B６号室                           1 日 ９，５００円 

 

２）入院期間が180 日を超える場合の費用の徴収 

同じ症状による通算の入院期間が180 日を超える入院については、厚生労働大臣が定める状態にある患者様を除き

まして、別途料金が必要となります。（一般病棟のみ） 

1日につき1,4３0円（通算対象入院料の基本点数の15％相当） 

詳細につきましては受付までお問い合わせください。 


